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令和６年能登半島地震 ご祈願・支援金勧募のお願い 

 

 

ありがとうございます。 

令和６年能登半島地震においては、第１支庁管内の石川県能登地方を中心に大きな被害が

発生しました。宗務本庁では、引き続き宗内寺院・教講の被害状況について情報収集をおこ

なっています。地震の影響で道路が寸断され、一般の支援活動が現地に入ることができるま

でには、もう少し時間がかかるようです。今後のボランティアの募集、派遣等の支援活動の

実施を視野に入れながら、対応について迅速に検討いたします。 

宗内全国寺院・教会の教講各位におかれましては「令和６年能登半島地震 被災地早期復

興のご祈願」、また「令和６年能登半島地震 犠牲者のご回向」をお願いいたします。合わ

せて支援金募金の勧募の実施をお願いし、宗務本庁までご送金いただきますようお願いいた

します。ご送金いただいた支援金は、宗内寺院、教講への支援活動、現地の復興支援、社会

貢献に広く役立てさせていただきます。募金の期間は３ヵ月とし、３月末日までとします。

具体的な送金方法は別紙「財務局連絡第２２号 令和６年能登半島地震 災害支援金ご送金

について」のとおりです。 

すでに、各支庁、布教区、寺院においても支援の取り組みを開始されているみなさまにお

かれては、御礼申しあげます。 

宗内各位におかれては、今一度ご自坊、ご自宅の災害対策について確認いただき、十分な

備えを実施されるようお勧めいたします。 

 

合 掌 


